
新規納入品について

・工程内使用禁止物質を含むトヨタ管理物質
等のPRTR-WORLDシステムへの入力
（登録対象物質リストについては、ｼｽﾃﾑ入会者は

当ｼｽﾃﾑ内より、未入会者は、ｴｺ･ﾘｻｰﾁor
弊社窓口へご請求下さい）

・禁止物質含有品の納入禁止（除外有）



工程内使用禁止物質

131物質

・化審法 （第１・２種特定化学物質）

・水質汚濁防止法
（環境基準、排水基準、及び要監視項目に
該当する有機塩素系化合物、農薬）

・大気汚染防止法 （指定物質）

・オゾン層保護法 等

使用禁止 464物質

ＭＳＤＳ記載義務が無く
特別に成分情報入手が必要

カドミウム
トリクロロエチレン
ジクロロメタン 等

MSDSでOK

333物質

国内法情報開示物質
（PRTR法、安衛法）

トヨタ自動車（株）

行 帳票No. 品          番 仕入先コード

製    品    名

納入会社 所在地（〒           ） TEL 報告会社・部署

TEL
製造会社 所在地（〒           ） TEL 発行年月日

年 月

CAS No.
(無い物は トヨタ No.） 成                          分 含有率（％）

使用上の注意点
（有害性・保護具等）

 14 15 16

納入資材成分報告書
（太枠内及び裏面を記入して下さい）

（注1）成分欄不足の場合、複数枚にて記入
（注2）荷姿の違い等により品番が複数になる
          場合は副票へ記入（品番記入は生産
          管理部）

N.V設計値 （                     ）
（記載対象：裏面分類No.01～30，
  66～81､88､89）

（全て可  ・ 一部不可 ）

本帳票への記載事項の公開
臭気濃度  （                ）  （  計算  ・  実測  ）
（記載対象：裏面分類No.01～30，
  66～81､ 88､89）



工程内使用環境排出と製品含有の違い
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工程内使用物質の定義と適用範囲

• 対象品が生産工程中で物性変化する場合
を含み、大気・水域・（土壌）に放出される
と思われるもの。

• 社内で使用するすべての原材料・副資材に適用
する。

• 生産関連以外（事務用品、分析、実験）は除外と
する。



対象品 （例）

・常温で気体か、（フロン類）大気中に放散される

もの（アスベスト類）

・工程中で、熱などにより気化するか（例：ジクロ

ロベンゼン、ベンゼン、フェノール）

溶融するもの（樹脂類）

・常温で液体か、工程中で、水または溶剤に溶

解するもの（トリアルキルスズ化合物、有機水

銀化合物、 無水フタル酸）



工程内使用禁止物質リスト

適用除外の用途等

禁止物質の出典
一般的な用途

使用禁止物質リスト



新規購入時の社内業務フロー
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お願い事項

• 禁止物質含有品の納入／売込み禁止



工程内使用禁止物質含有有無確認
及びPRTR-WORLDへの入力

問い合わせ先

施設環境部環境管理室 「工程内環境調査窓口」

（澤田）
Mail: process.eco@exc.tokai-rika.co.jp

TEL:0587-95-9002（内3950）


